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あおいろくん
第90号

　去る、令和４年５月27日（金）午後3時30分より、新横浜グレイスホテルにて、第10回
定時総会を開催致しました。会員の皆様におかれましては、開催にあたり、出欠ハガキの
返信などご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　議長進行により議事は滞りなく進み、全ての審議事項議案は承認を得て可決されました。

●合計出席議決権数1,678名 （会員出席28名、委任状提出1,650名）
　※令和４年４月１日現在正会員3,110名

第 10 回 定時総会

◀
平
野
会
長
の
挨
拶

 議　事
　【報告事項】
　　１．令和３年度事業報告
　　２．令和４年度事業計画報告
　　３．令和４年度収支予算報告

　【審議事項】
　　第１号議案
　　　令和３年度決算報告承認および
　　　監査報告の件

◆令和３年度  決算 ◆令和４年度  収支予算

※1,000円未満は四捨五入

詳細はホームページの［当会紹介］＞［情報公開］をご参照ください。
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【収入の部】総額：77,935千円

【支出の部】総額：74,292千円

会費収入 85.1％
事業
収入
13.7％

雑収益 1.2％

会費収入 85.4％
事業
収入
13.4％

雑収益 1.2％

【収入の部】総額：76,449千円

【支出の部】総額：80,115千円

事業費支出 82.0％
管理費
支出
17.9％

法人税、住民税及び事業税 0.1％ 法人税、住民税及び事業税 0.1％

事業費支出 81.8％
管理費
支出
18.1％

第10回定時総会、決算・収支予算
令和４年度事業計画
専従者・従業員に給与や賞与を支払っている方へ

第10回定時総会、決算・収支予算第10回定時総会、決算・収支予算第10回定時総会、決算・収支予算
７月号のトピックは… 消費税インボイス制度解説シリーズ第１回

（登録の判断、制度説明会参加者の声）
7～8月は記帳点検強化月間です！
スマイルクッキング・会員親睦バス旅行事前告知
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＜一般社団法人みどり青色申告会担当＞

お問い合わせはこちらから！→
株式会社

（一社）みどり青色申告会の

葬儀費用の負担を軽減

24時間365日、お電話1本で全国のご葬儀を手配

一般的な葬儀に必要な品目やサービスを「基本セット」（首都圏平均50万円）
として26.4万円（税込）でご利用になれます。 ※2018年7月からご利用料金が変わりました。

事前のご相談も承ります。

この制度は、事前にお電話いただかないとご利用になれません。
0120-421-493

ヨ　　ニ　　イ　　ー　 シ　　ク　　ミ

制度運営  ㈱全国儀式サービス

新たな手続きは不
要！

正会員の特典

 Ⅰ 基本方針
　当会は、健全な納税団体として青色申告制度の普及と誠
実な記帳と申告の普及徹底を図るとともに、申告納税制度の
健全な発展と納税道義の高揚に努め、事業経営の更なる発
展を通じて地域社会に寄与するとともに組織の基盤を確立す
ることを基本に事業活動を展開して参ります。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、難しい状況が続
いておりますが、万全の感染症対策を施した上で会勢拡大と
会員サービスの充実に努め、小規模事業者に対する税制改
正要望などを行い、事業主の環境改善にも取り組んで参ります。

 Ⅱ 事業計画
１．税制指導に関する事業
（１）新規青色申請者及び新規入会者の記帳指導に努める。
（２）�青色学校の充実を図り、複式簿記の推進と記帳水準

の向上に努める。
（３）税務研修会を開催し、税制改正等の周知を行う。
（４）�パソコン用会計ソフト「ブルーリターンＡ」のキャッ

シュバックキャンペーンを継続的に実施し、経営・
記帳の合理化を推進する。

（５）�記帳確認を始めとした記帳の自己研さん運動を積極的
に展開する。

　　また、オンラインを活用した相談会について継続的に
　　研究する。
（６）�会員の利便性を考慮した予約相談制度についてさらな

る整備を図る。
（７）�会員の減価償却資産管理の適正化のため、パソコンを

活用した減価償却費の明細に関するサービスを実施する。
（８）�東京地方税理士会緑支部の協力を得て、消費税の適

格請求書等保存方式（インボイス制度）の研修会を開
催する。

（９）�会員に代わって記帳処理を行うサービスの導入に向け
て検討する。

２．組織の拡大強化に関する事業
（１）青色申告の普及と会勢拡大を図る。
（２）正会員、準会員（特別会員、賛助会員）の増強に努める。
（３）青色コーナーの充実と強化を図る。
（４）関係官庁、友諠団体、他会、地域との交流と協調を図る。
（５）ホームページを活用し、情報提供・収集に努める。
（６）会員の要望に応えられる会運営の見直し・研究を図る。
（７）�農協会員の受け入れと体制の整備について、連絡と協

調を図る。
３．広報活動に関する事業
（１）機関紙「みどり青申」の充実を図る。
（２）�税制改正等の税情報の提供に努め、健全な税務知識

の普及を図る。
（３）�区民まつり等の地域活動に積極的に参加し、会のＰＲ

　　に努める。
４．福利厚生活動に関する事業
（１）�東京地方税理士会緑支部の協力を得て無料税務相談

会を定期的に実施する。
（２）�専門家（弁護士・社会保険労務士・不動産業・ホーム

ページ専門家等）による個別相談会の充実を図る。
（３）�会員研修旅行、異業種交流会等を開催し、会員相互

の親睦を図る。
（４）�一般社団法人神奈川県青色申告会連合会で実施してい

る優待割引サービスの周知を図る。
（５）�小規模企業共済・中小企業退職金共済等の各種共済

の推進を図る。
（６）�生活習慣病（成人病）健康診断により会員の健康の維

持管理に努める。
（７）全国儀式サービス制度を周知し、利用拡大を図る。
（８）�会員の企業力向上を目指し、Ｗｅｂ広報強化に関する

セミナーを実施する。
（９）�パナソニックホームズとの提携、会員特典について周知

を図る。
（10）事業復活支援金の事前確認を実施する。
５．部会・同好会活動に関する事項
（１）部会の拡充強化を図り、後継者の育成に努める。
（２）同好会の活動を展開し、会員相互の親睦を図る。
（３）�横浜市租税教育推進協議会主催の租税教育推進のた

め、小学校を訪問し、租税教室を実施する。また、租
税教室講師研修会へ参加し、講師の育成を図る。

６．税制改正等に関する事項
（１）�一般社団法人全国青色申告会総連合を中心に個人経

営者の青色事業主勤労性所得控除の実現、納税事務
手続の簡略化等に向けた運動を展開する。

（２）�マイナンバーカードを利用した国税電子申告（e-Tax）
の利用拡大、周知を図る。

（３）�消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）、
電子帳簿等保存制度に関して情報提供に努める。

７．会運営に関する事項
（１）�理事会・委員会等の会議を開催し、円滑な会運営に努

める。
（２）�会員管理システム・指導システム・相談予約システムを

活用し、会員へのサービス充実と管理徹底を図る。
（３）�特別委員会を設置し、会の現状と将来について協議検

討を行う。
（４）�事務局の充実、指導・管理体制の向上、事務の効率

化に努める。
（５）�事務局におけるキャッシュレス決済の導入についてさら

なる検討をする。
（６）事務所移転に向けて方針の整理、情報開示を行う。

令和４年度 事業計画（自：令和 4年 4月 1日　至：令和 5年 3月 31日）
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⃝年末調整の際に、源泉徴収票（本人控を除く）への記載が必要です。
「給与所得者の扶養控除等(異動）申告書」へ番号を記載してもらい、管理しておきましょう。

⃝ 従業員のマイナンバー記載書類は番号と身元を確認のうえ、鍵付きの場所で  大切に保管しましょう。
　 ※   上記の書類は７年間の保存が必要です。ただし、退職した方の通知カード等の写しは速やかに廃棄してください。

⃝必要書類がお手元にない場合には、
パソコンなら、当会ホームページトップの、

スマホなら、　　　　 からダウンロードできます。

⃝印刷が難しい場合などは、書類ご請求のため事務局へご一報下さい。

専従者・従業員のマイナンバーについて

必要書類はこちらでダウンロードできます！

⃝納期の特例の承認を受けている場合１月から６月までの分 … 7月11日（月）
⃝納期の特例の承認を受けていない場合 ……………………… 支払った月の翌月10日

源泉所得税及び復興特別所得税の納付

ご相談は予約制です。ホームページTOPバナー
または予約サイト

または予約TEL（050-3719- 5607）にて承ります。

納
期
限

尚、源泉所得税が　　　　　　　　　　納付書の提出が必要です。0円の場合でも

専従者・従業員に
給与や賞与を支払っている方へ

ご不明な点は、事務局までお問い合わせください

経営者ご自身の「現役引退後の
生活資金」のことをお考えですか？
年金だけでは不十分で、不安がある。
自分で積み増しするには、どんな
ものがあるのかな…

★掛金は全額所得控除の対象になります。
   （左図は掛金月額３万円の場合）
★60歳以上の経営者の方も加入できます。生命保険料控除

小規模企業共済等掛金控除 3 6 0 0 0 0
社会保険料控除
医 療 費 控 除

⑭
⑬
⑫
⑪

小規模企業共済制度

将来、「廃業」
「役員退任」等が生じた
ときに共済金をお受け
取りいただけます。

現役引退後の
安心した生活設計
が図れます。

加入し、
掛金を毎月
積み立てて
おけば…

共同経営者も
加入できます！

価値が続く理由②

8月25日相続対策セミナー開催！
同封チラシをチェック！

美しさが長続きの光触媒タイル採用！

誕生！

賃貸住宅も「マンション」の時代

3階建て賃貸マンション

繰り返し襲う地震に耐え、建てる人も住む人も安心。

制震重鉄ハイブリット構造を採用

相談予約サイト ご案内チラシ
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「登録の判断」

解説シリーズ
第 1回

　令和 5 年 10 月にインボイス制度が始
まると、課税事業者の売上先は、消費税
の仕入税額控除のために、あなたが交付
する“インボイス”が必要となります。
　その交付にあたっては、事前に“発行
事業者として登録”す
ることが必要になりま
す。
　まずはご自身に制度
が関係してくるのか、右のチャートを確
認してみましょう！
　制度開始と同時に発行事業者となる場
合には、原則として令和 5 年 3 月 31 日
までに登録申請を行う必要があります。
（当会での申請を希望される方は、令和 4
年 9 月末日までの申請にご協力くださ
い。）

・みどり青色申告会主催「インボイス制度説明会」
会員限定！定員となり次第、受付終了（8/23 Zoomでの参加を除く）
　8月23日（火） 午後5時40分～ 8時10分（スプラス青葉台）
　9月15日（木） 午後1時30分～ 4時00分（JA横浜田奈支店会議室） チラシQR

YouTube説明動画 特集 インボイス制度

説明会参加者の声（5/17 開催分）

制度開始に向けた準備を早めに進めて行きましょう。
インボイス制度について
詳しくはこちら（国税庁より）

少しでも不安があれば、まずは
説明会への参加をおすすめします！

・疑問点、不明点がはっきりしてよかった。
・消費税申告について知識が全くゼロの状態だったが、少し理解できた。
・講師の方の説明がとても分かりやすかった。今後も説明会の機会があれば参加したい。

～参加者が感じていた“制度開始への不安”～

登録申請をするかどうかの
判断が悩ましい

受注先との価格交渉の
懸念がある

会計処理に伴う
業務負荷が増えそう

制度や消費税申告そのものが
わかりにくい

※ 当会での申請を希望される方は、確定申告期間に重複しないよう、

判断が悩ましい 懸念がある

わかりにくい業務負荷が増えそう

スタート
現在、消費税の申告をしていますか？

していない している

売上先に
確認の
うえで、
登録を
検討しま
しょう。

登録しなくても、影響は
小さいですが、少しでも
事業者への販売や予定
がある場合は、検討の余
地があります。（領収書を
求められて実は事業者と
わかるケースもあります。）

売上先に
確認の
うえで、
登録した
ほうがよい
でしょう。

8/23 は
Zoom可

WEB
予約可

追
加

主な売上先は？ 主な売上先は？

事業者 一般消費者 事業者

免税事業者です 課税事業者です

会員親睦日帰りバス旅行開催決定！

会員親睦日帰りバス旅行開催
決定！

１０月６日（木）
鎌倉・横須賀方面
　毎回、ご好評いただいておりましたバス旅行を皆様
のお声にお応えして３年ぶりに開催致します！（安心
してご参加いただけるよう感染症対策を行います。）
　詳細は、９月にご案内致しますので、奮ってご参加
ください！
※今後の感染症の状況によりやむを得ず中止にする場合があります
ことをご承知おき下さい。

～生地からのピザ作り～
横浜野菜とフルーツのサラダ、ティラミス

9月 9日（金）AM10:30～
JA横浜都筑中川支店
（センター北駅近く）

男性初心者
  も歓迎！

詳細は、同封のご案内をご参照ください！
皆様のご参加をお待ちしております！

第３回

スマイルクッキング
開催決定！
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転居 廃業 退会

事務局まで
ご連絡ください！

こんな時には

７～8月は７～8月は
記帳点検　　 　　です！記帳点検　　 　　です！月間月間記帳点検　　 　　月間月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　　　記帳点検　　 　　　　月間　　記帳点検　　 　　　　記帳点検　　 　　月間月間月間月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間月間月間月間月間月間月間月間月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間月間月間月間月間月間月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間月間月間月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間月間

・ 確定申告期間に苦労しないためにも、日々きちんとした記帳を心がけ、
 この時期に一旦、内容の点検を受けておきましょう！
・ また、消費税インボイス制度についてご不明な点がある方や、
登録申請ご希望の方（マイナンバーカードお持ちの方はご持参ください。）も、
 ぜひ、この期間のうちにご来所ください。

×
記帳点検
（上半期）

事務局においての相談時期

記帳
集計

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３月

決算準備

源泉
（従業員・専従者
がいる場合） （上半期）（上半期） （下半期・年末調整）（下半期・年末調整）

決算

申告

強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間記帳点検　　 　　月間強化記帳点検　　 　　強化記帳点検　　 　　記帳点検　　 　　強化記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化記帳点検　　 記帳点検　　 　　記帳点検　　 強化

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい（初回無料）

代表：村山

TEL：090-5548-3916

ご自宅・貸付物件の
メンテナンスなど、
お気軽にご連絡下さい。090-5548-3916

村山塗装一般建築塗装 ご自宅・貸付物件の

お見積り無料

事務局までご連絡下さい

防水処理防水処理

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい事務局までご連絡下さい

防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理防水処理

外壁・屋根の塗り替え

～新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ぜひご利用ください～

横浜市 納付方法

横浜市からのお知らせ事務所等で市税の納付が可能です！

詳細は、横浜市のウェブページをご覧ください。

ご
注
意

◎スマホ決済　
【対応アプリ】PayPay、 LINE Pay、PayB、FamiPay、au PAY
◎ペイジー納付
◎クレジット納付 (※税額に応じて、システム利用料がかかります。)
【対応ブランド】
Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club

【取扱対象税目】
　●個人市民税・県民税 ( 普通徴収分 )
　●固定資産税 (償却資産 )
　●固定資産税・都市計画税 ( 土地・家屋 )
　●軽自動車税 ( 種別割 )

上記方法で納付した場合は、領収証書が発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関窓口や
コンビニエンス・ストアで納付してください。）。
金融機関等の窓口で、クレジットカードやアプリを提示して納付することはできません。
口座振替からクレジット納付等へ変更される場合は、口座振替を解約していただく必要があります。

その他…正会員が火災や水害により被害を被った場合、又正会
員とその配偶者、専従者が亡くなった場合は、規程に従い、共
済金を給付します。（令和4年度から死亡共済金は事業主本人
の場合のみ）

会員親睦日帰りバス旅行開催決定！

会員親睦日帰りバス旅行開催
決定！

１０月６日（木）
鎌倉・横須賀方面
　毎回、ご好評いただいておりましたバス旅行を皆様
のお声にお応えして３年ぶりに開催致します！（安心
してご参加いただけるよう感染症対策を行います。）
　詳細は、９月にご案内致しますので、奮ってご参加
ください！
※今後の感染症の状況によりやむを得ず中止にする場合があります
ことをご承知おき下さい。

～生地からのピザ作り～
横浜野菜とフルーツのサラダ、ティラミス

9月 9日（金）AM10:30～
JA横浜都筑中川支店
（センター北駅近く）

男性初心者
  も歓迎！

詳細は、同封のご案内をご参照ください！
皆様のご参加をお待ちしております！

第３回

～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～～生地からのピザ作り～

  も歓

スマイルクッキング
開催決定！



（6） 令和４年７月１日みどり青申

専門家による無料個別相談会員
特典
税理士による税務相談 随時電話申込

会 場 青色申告会事務所

不動産に関する相談
会 場 青色申告会事務所
①自宅・事業所・賃貸物件の管理・
　売却、修繕・リフォーム、新築・
　建て替えなどの相談

②空室、建物改善、滞納等の賃貸経営
　の問題、相続、土地活用などの相談

相談時間：50分

相談時間：50分

協力：株式会社 市萬

青色家づくりサポート　協力：パナソニックホームズ

協力：東京地方税理士会緑支部

弁護士相談

※お申込み後、相談員からの連絡で日時と場所の
　調整をいただきます。
※相続税のご相談は「税理士による税務相談」を
　ご利用ください。

取引・代金トラブル、相続、交通事故、
不動産関係のご相談など、幅広く承ります。
                 相談時間：30分間（初回無料）

波戸岡弁護士
（当会顧問、青年部員）

※お申し込み、お問い合わせは
　事務局（TEL：050-3719-5607）まで。

日々の記帳以外の土地・建物等の譲渡、相続や贈与、
法人成、住宅借入金等特別控除（初年）等のご相談を
お受けしております。 社会保険労務士相談

ホームページ・SNS
活用電話相談

労働契約や労務関係、雇用関係の助成金
のご相談など、幅広く承ります。
             相談時間：30分間（初回無料）

     9:30～、10:30～、11:30～　※60日前受付開始
8月18日（木）、9月12日（月）

             14:00 ～、15:00 ～　※60日前受付開始
7月12日（火）、8月4日（木）、9月13日（火）

※お申込み後、相談員からの連絡で日時と場所の
　調整をいただきます。
※源泉所得税のご相談は「税理士による税務相談」
　をご利用ください。

※お申込み後、相談員から連絡致します。

ホームページの立ち上げやリニューアル、
SNSの選定や表現、改善についてアドバ
イスします。
                              相談時間：30分間

小林社労士
（当会顧問、青年部員）

永友一朗氏
（ホームページコンサルタント）

予約制（WEB予約可）

予約制（WEB予約可）

随時電話申込

随時電話申込

随時電話申込

今 後 の 予 定ご 報 告

編　集　後　記
　畑の苗が成長する以上に「雑草」がはびこる。雑草と
いう名の野草はないのに、人間が勝手に付けた名だ。そ
れらはガードレールの下や石畳の隙間などにもしっかり根
を降し逞しく生きていく。その生命力にあやかって我 も々
「情熱と執念」を持って日頃の活動をやり遂げましょう！

広報委員会　担当副会長　浮穴　浩二

◎令和4年度　第１回理事会
日　時：令和４年４月25日（月）午後６時00分～
場　所： スプラス青葉台（青葉台郵便局２階）　　

イベントスペース
出席者：理事21名、監事２名
議　題：
報告事項 １： 職務の執行状況報告
 ２： ブロック・委員会・部会・支部から
  の報告
協議事項(継続)
審議事項 １： 令和４年度行事予定について
 ２： 第10回定時総会開催について
 ３： 規約特別委員の承認について

採決により全て承認されました。
そ の 他 １： 事務所移転の検討にあたって

7月 7日（木）  インボイス制度説明会（JA横浜長津田支店）
 9日（土） 土曜日相談会
 11日（月） 源泉所得税納付の期限（1～6月分）

 ※納期の特例適用者
 26日（火）  青年部主催IT研修会（緑法人会館）
 27日（水）  インボイス登録申請説明会
  （JA横浜都筑中川支店）※緑税務署と共催
 29日（金） 職員会議のため事務所閉所
 8月 12日（金）～16日（火）夏期休暇のため事務所閉所

19日（金） 職員研修のため事務所閉所
 20日（土） 土曜日相談会
 23日（火）  インボイス制度説明会（スプラス青葉台）
 25日（木）  相続対策セミナー（スプラス青葉台）
 9月 9日（金） スマイルクッキング（JA横浜都筑中川支店）
 　 10日（土） 土曜日相談会
 15日（木）  インボイス制度説明会（JA横浜田奈支店）

みどり青申5月号の訂正とお詫び
5ページ掲載「税のカレンダー」について、色付けの一部に
誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
　　4月21日（木）令和3年分所得税振替納付
　　　（誤）�■…租税公課（税込経理の方のみ） 

　　　（正）■…事業主貸  ※必要経費とはなりません。




